
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 臨時福祉給付金台帳 

実施機関の名称 守口市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

健康福祉部地域福祉課 

個人情報ファイルの利用

目的 

平成27年4月からの消費税増税に伴う低所得者への緩和措置

である、臨時福祉給付金を支給するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５家族構成、６続

柄、７電話番号、８振込先金融機関情報、９口座名義人、10

課税情報、11老齢基礎年金、12障害基礎年金、13遺族基礎年

金、14児童扶養手当、15特別児童扶養手当、16障害児福祉手

当、17特別障害者手当、18経過的福祉手当、19原爆被害者諸

手当、20毒ガス障害者対策手当、21ガス障害者対策手当、22

健康被害救済給付金、23予防接種健康被害給付金、24本人確

認書類 

記録範囲 給付金対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳からの抽出及び本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

(名 称)守口市総務部法制文書課 

(所在地)〒570-8666 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 


